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梅雨入り前の 6 月晴れ間に国道 406 号を嶺方方面に。
曲がりくねった道の先には、こちらに迫り来るように幾重にも広がる新緑の山々。そこはま

さに旅と酒の俳人、種田山頭火の代表句「分け入つても分け入つても青い山」の世界でした。
花園集落入り口でふと足を止めると、草木の生い茂る国道脇の斜面に今まで気にも留めなかっ

た石仏群があることに気づき思わずシャッターを切りました。
カメラを構えたのはものの 5 分程度でしたが、帰り際に振り返ると約 150 年間ここに佇み

続ける石仏の表情が、梢から覗く初夏の木漏れ日を受けて 5 分前よりその穏やかさが増してい
るように思えました。
【石仏情報】 丸山西国三十三番観音　　所在地／白馬北城字花園入口北側丘上
　　　　　 万延元年（1860）年の造立。他に庚申塔・二十三夜塔・百番供養塔・馬頭観音な

ど 17 基がある。
【参考文献】『白馬の石仏』　田中欣一　昭和 59 年 1 月　白馬村教育委員会
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白馬村職員採用についてのお問い合わせは　白馬村役場総務課 TEL 72-5000　FAX 72-7001
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「夏の交通安全やまびこ運動が実施されます」

　運動の目的 /夏の行楽シーズンを迎え、県民や県外から訪れる旅行者に対し、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実
践を呼びかけ、交通事故防止の徹底を図ることを目的とします。

　大北管内では、今年度に入ってすでに交通死亡事故が連続して発生しています。ドライバーはシー
トベルトを正しく装着し、交差点や横断歩道では前方に注意して、安全速度を守って運転しましょ
う。歩行者や自転車は交通ルールを守って、特に道路を横断する際には周囲の安全を必ず確かめる
ようにしましょう。
　交通安全は皆さんが主役です。一人ひとりの心がけで、悲惨な交通事故を防止しましょう。
　☆白馬村では、5月末現在で「交通死亡事故ゼロ」通算 1,578 日になりました。

� 白馬村交通安全協会

運動の期間 / 平成 24 年7月19日（木）〜 7月25日（水）7 日間
年間スローガン /「信濃路は　ゆとりの笑顔と　ゆずりあい」「夏の交通安全やまびこ運動」

が次のとおり実施されます。

2



3

調理師試験・製菓衛生士試験を実施します
長野県では平成 24年度の調理師試験、製菓衛生士試験を次のとおり実施します。

◆日時　9月 5日（水）受付 11時 30分～ 12時 30分　／　◆会場　大町合同庁舎 5階　講堂
◆願書受付期間　7月 10日（火）～ 12日（木）郵送の場合は 7月 12日（木）消印有効
　（80円切手を貼り、あて先を明記した返信用封筒を同封してください）
◆願書受付場所　大町合同庁舎 3階　301・302会議室　／　◆合格発表　10月 4日（木）

古紙回収を行いました！

　白馬村婦人会消費者部会では、5月 13日、
日曜日の朝に、ウイング 21の駐車場にて古
紙回収を行いました。
今回は、多くの皆様のご協力のおかげで、
約10トン以上の古紙を回収することができ
ました。有り難うございました。
　次回の古紙回収は11月ごろを予定してお
ります。
限られている資源を、これからも大切にし
ましょう。
ご協力お願いいたします。

平成 24年度　犬・ねこの繁殖制限
（バースコントロール）補助について

犬・猫の飼い主さんには適正な飼養について責任があり、その自覚が求められていま
す。不用意に犬・猫を繁殖させて飼養できる頭数を超えてしまわないことが重要で
あり、不妊・去勢手術などの措置を取ることも１つの手段です。
○補助内容
■助成金額：１頭につき 3,000 円（オス・メスどちらでも）
■補助対象頭数：３頭（キャンセル待ち 2頭）
○補助対象の条件
■白馬村に在住する犬又はねこの飼主（１世帯につき１頭）
■平成 24年１月１日から平成 24年 12月 31日まで
の間に不妊・去勢手術をすること
■次の大北管内で開業している獣医師によって手術を行うこと

病院名 住所 電話番号
松沢動物病院 白馬村大字北城 5944 72-2660
横沢動物医院 大町市大町 4868-2 22-0236
あづみ動物病院 大町市常盤 4729-5 22-7590

■犬は飼犬登録及び平成 24年度の狂犬病予防注射が済んでいること
■永久的な不妊・去勢手術を行うこと
■生後６か月以上５歳程度以下の犬又はねこ
○受付方法
■７月３日（火）午前８：４５から白馬村役場環境課にて受付を開始し、
　午前９：００から抽選を開始します。
※電話での受付は一切いたしません。

平成 24年度狩猟免許試験等のご案内
平成 24年度の初心者狩猟免許試験講習会、狩猟免許試験が次のとおり開催されます。

＊お問合せ　大町保健福祉事務所 食品・生活衛生課　電話：0261-23-6529
※長野県ホームページからも受験案内・願書を入手できます

試験及び講習の受付・お問い合わせは…
北安曇地方事務所　林務課　林務係（電話　0261-23-6519）まで

１．狩猟免許試験
■開催日時・会場等

■対象
 長野県内に住所があり、狩猟免許を取得したい方又は種別の異なる免許を取得したい方

２．初心者狩猟免許試験講習会
　　狩猟者として必要な知識と技能を習得し、
　　狩猟免許試験の準備に役立てていただきます。 

日にち 時間 会場 備考

第1回 平成23年  6月17日 松本・長野合同庁舎 平成24年5月14日 ～ 平成24年5月25日

第2回 平成24年  9月  9日 佐久・飯田合同庁舎 平成24年8月  6日 ～ 平成24年8月17日

第3回 平成24年10月  3日 松本・長野合同庁舎 平成24年9月  3日 ～ 平成24年9月14日

第4回 平成25年  2月16日 松本・長野・諏訪合同庁舎 平成25年1月15日 ～ 平成25年1月25日

8:30～17:00

受付期間

わな猟のみ

日にち 会場 受付期間

平成24年6月  9日 松本合同庁舎

平成24年6月10日 長野合同庁舎

平成24年9月22日 松本合同庁舎

平成24年9月25日 長野合同庁舎

平成24年9月26日 大町合同庁舎

平成25年2月  7日 大町合同庁舎

平成25年2月  9日松本・長野合同庁舎

上記第1回試験と同じ

上記第2回試験と同じ

上記第4回試験と同じ

■開催日時・会場等

＊会場毎に開始及び終
了時間が異なります。
申し込みの際、ご確認
ください。

○問い合わせ先○
白馬村役場環境課　℡ 72-5000（内線 1152）

はく�1206n.indd   3 12/06/11   17:49



年、食に対する考えかたや生活習慣が多様化するなかで、食
の乱れや生活習慣病の若年化、増加が懸念されています。「食」

は心身の健全・健康において最も基本となるものであり、未来を
築く子どもたちが豊かな人間性を育み健全に成長していくうえで
欠かすことができません。
　そこで白馬村においてもさまざまな取組みを通して、食に関す
る知識や適切な判断力を培いながら、すべての人が健全な食生活
を実践できるための「食育」を推進するとともに、生活習慣病を
はじめとする疾病予防、安全安心な食の推進、食を通した文化の
継承をすすめていきます。心豊かなひと・むらづくりを目指した
多面的に求められる「食育」についてより一層の推進を図るため、
「白馬村食育推進計画」（計画期間：平成 24 年度～平成 28 年度）
を策定しましたので、その概要をお知らせします。

近

白馬村の現状・課題

②糖分のとりすぎに気をつけましょう

③生産者と消費者がつながる地産地消

① 1 日 3 食しっかり食べて、間食はほどほどに

＊就寝時刻の遅延 ＊朝食欠食者と欠食理由 ＊間食の習慣
・生活リズムの夜型化

　幼児から小学生、中学生、成人とラ
イフステージが上がるごとに生活リズ
ムの夜型化がみられます。

　ライフステージが上がるごとに、朝食
を食べない方が多い割合 ( 上グラフ、青
枠 )が増えています。また、時間がないと
いう理由で朝食を食べない小中学生に対
し、成人では朝食欠食者の割合が増加す
るとともに、食べない習慣であるという
理由の回答が多くみられます。

　幼児において間食を食べる時間が不規
則であったり、その内容が菓子やジュー
ス類であったりと、食事への影響や糖分
等の過剰摂取が懸念されます。また、成
人では間食の習慣がある方の割合が約半
数となっています。

　過去 2～ 3ヵ月の血糖値の状態
をみる HbA1c で約 8 割の方が基
準値を上回っており、やせていて
も血糖値の高い方も多くみられま
す。

(平成23年度白馬村特定健康診査結果）

栄養バランスのとれた規則正しい1日3回の食事をしっかりとり、
間食は食べる時間や量、内容を考えながら、一人一人の活動強度や成長に合わせた食べかたが必要となります。

　加齢や遺伝的体質のほか、血糖値を急激に上昇させる糖分を多く含む菓子やジュース類、調味料としての砂糖を多くとる食生
活や、早食いの習慣等によって引き起こされるとも言われています。
　ゆっくりよく噛んで食べる、食物繊維を多く含む野菜等を積極的に食べる、糖分のとりかたや味付けのしかた、調理法を工夫す
る等、食生活の見直しを図る必要があります。

Main THEME

　冬の降雪が多く年間を通して日照時間が少ない本村の気候と、農業に携わる生産者の高齢化や
人手不足がすすむ本村では、年間通した農産物の安定供給が難しい現状にあります。しかし、豊

かな自然や風土の中で育まれた米や夏野菜を中心とした農産物と、それらを
使った家庭や地域に伝わる素朴な郷土料理も数多くあり、地場産野菜を選ぶよう意識している方
も多くみられます。消費者のニーズにあわせた安定した供給体制づくり、生産者の育成が求めら
れています。

　白馬村の地域特性を生かした計画推進のために、
村民一人ひとりが自身の役割を認識し、継続的、
計画的に食育活動に取り組むことが大切です。
　このため村では各団体等で行われる食育活動の
把握に努め、より効果的な活動が行われるよう、
年次ごとに重点的な取り組みを定める等計画的な
推進に努めていきます。

基本理念

目標達成に向けた取り組み

計画の推進体制

テーマ
豊かな自然と農ある暮らしに感謝し、健やかな心と体を育み、

笑顔かがやき、未来をつなぐ食文化のむら

・早寝早起き朝ごはんの生活リズム
・1日 3食バランスのよい食事
・夜食と間食は、時間や内容、
　量を考えて食べる
・よく噛んで残さず食べる

・食への意識や関心、感謝の意をもつ
・野菜づくり、郷土料理などを
　通して食の興味を伸ばす
・郷土料理など食を通して地域の文化を学ぶ

・家族そろった楽しい食卓
・食事のあいさつと
　マナーを身につける

・減塩の食事、血圧測定等で
　自らの健康に関心を持つ
・自歯でよく噛んで食べられる、
　歯の健康づくり

・地元産食材の需要、
　供給体制整備
・食品表示等食に関する
　正しい知識の理解と食の選択 ・食品廃棄の減量

・妊娠、出産を通した家族全体
　での正しい食習慣づくり

・日ごろから体を動かす
・活動量に見合った適切な
　食事で適正体重を維持する1 規則正しい生活リズムと

　望ましい食習慣づくり
2 地産地消をすすめる体制づくりと、
　白馬ならではの食づくり
3 食を通じた健やかで心豊かな人づくり

乳幼児期
学童期

思春期
青年期

壮年期

高齢期

「白馬村食育推進計画」に関しては…
白馬村食育推進協議会（事務局 : 住民福祉課　電話 85-0713）
または白馬村行政ホームページ（http://www.vill.hakuba.lg.jp）をご覧ください。

白馬村食育推進計画を策定しました

※食と健康を考える会
　村内小中学校の栄養士・養護教諭、保育園栄養士、役場管理
栄養士・保健師を構成メンバーとして、子どもからの望ましい
食習慣の形成や、食を通した全村的な健康教育を行う。
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80歳まで20本の歯を保ちましょう
　8020 運動は高齢社会において 80 歳という長寿に達しても 20本以上の自分の歯を保
つことによって豊かな生活を通して、健康で幸せな日常生活を送ることを目指した運動です。
　残存歯数が 20 本あれば、ほとんどの食品の咀嚼が容易であるとされています。 生涯自
分の歯で食べることを通して、満足のいく食生活を送り、「生活の質」を高めましょう。

歯を失わないためには　むし歯や歯周病予防が大切です

●歯垢をしっかり取り除きましょう
　歯垢は食べかすではありません。歯の表
面につく白いネバネバしたもので、細菌の
塊です。この歯垢を取り除くことが何より
重要です。正しいブラッシングを身につけ、
食べたら磨きましょう。歯と歯の隙間など
は歯垢がたまりやすく、歯ブラシも届きに
くい場所なので、歯間ブラシやフロスを使
うとよいでしょう。

●要因を少しでも減らしましょう
　むし歯や歯周病も日頃の生活習慣の積み
重ねよって引き起こされます。禁煙や抵抗
力を高めるためのバランスの良い食事、規
則正しい生活リズムなど基本的な健康習慣
が、むし歯予防・歯周病予防につながります。

●定期検診を受けましょう
　とくに自覚症状がなくても、年に１度は歯科医院で口腔内のチェッ
クを受けましょう。
　歯石を取ったり、ブラッシング指導なども受けられます。

80208020
　むし歯や歯周病の原因になるのは、むし歯菌（ミュースタンス菌）や歯周病菌といった細菌です。これらの細菌は歯と歯
ぐきの間にたまった歯垢（プラーク）の中にいて、様々な要因が影響しあうことによって、むし歯や歯周病は引き起こされます。

運 動

むし歯

歯質

時間

糖分 細菌
の数

虫歯のできる要因 歯周病をつくる要因

食の偏り
喫煙・飲酒

抵抗力低下
ストレス

むし歯
かみ合わせ

糖尿病・遺伝
ホルモンバランス

生活習慣 精神的

口内環境 体の健康

白馬村役場 住民福祉課　保健師（電話85-0713）

健診に関するお問合せ：白馬村役場 住民福祉課　72-5000(内線1143・1144)

地域包括支援センターは、高齢者の皆様の介護、介護予防、高齢者虐待、成年後見制度などのさまざまな相談に
応じます。秘密は厳守いたします。　連絡先：７２－６６６７（直通）　場所：白馬村役場内

6月、7月の税・料金等の納期限 6 月、7 月納期の税金・保険料は下記のとおりです。納期限に遅れないように
納めましょう。口座振替にされている方は 7 月 2 日、7 月 25 日にそれぞれ振替
となります。前日までに残高の確認をお願いします。

6 月 7 月

7月2日
村県民税

第1期 25日
固定資産税

第2期
国民健康保険税 国民健康保険税

67

特定健診 
住民福祉課 国保係

白 馬 村 の 健 康

今月から平成 24年度各種検診が始まりました。
お待たせする時間を短くするため、検診項目等により個別に受付日時を指定してご案内しています。7月が指定日となっ
ている方も大勢いらっしゃるかと思いますが、「6月に受け忘れてしまった・都合が悪くて行けなかった」という方は、ご都
合に合わせて指定日時から変更して受診していただいても結構ですので（変更連絡は不要です）この機会にぜひ受診をお願い
します。大勢の皆さまの受診をお待ちしております。

対　　象　特定健診：40～74歳の国民健康保険加入者全員
　　　　　各種がん検診：検診調査票でお申込みのあった方　※がん検診の受診追加をご希望の方はご連絡ください
　　　　　※社会保険の被扶養者（ご家族の方）の特定健診について
　　　　　　�社会保険（協会けんぽ・組合健保・共済組合等）の被扶養者�（ご家族の方）の特定健診乗り入れ制度を行って

います。これにより、社会保険にご加入の方の特定健診もご希望のがん検診と合わせてふれあいセンターでの
セット健診が受けられます。ただし、事前連絡が必要となりますので�電話 0120-10-6969�までお問合せいた
だき、必ず事前予約・受診案内を受けてください（社会保険の特定健診は事前予約がない場合、当日お越しい
ただいても受診できません）。

日　　時　受診券に記載の指定日時
　　　　　※�ご希望の検診項目等により、こちらで受付日時を指定してご案内しています。指定日時でご都合の悪い方は、

下記日程表を参考にお越しください（日程変更の連絡は不要です）
　　　　　※各種がん検診のお申込みがあった方は、同日実施のセット健診となります

受付時間　7：00～10：00

検診内容・特定健診・後期高齢者健診（75歳以上の方）・肺がん検診・胃がん検診
　　　　・大腸がん検診（無料クーポン券対象者を含む）・前立腺がん検診・肝炎検査

場　　所　ふれあいセンター1階（役場東側）

持　ち　物　受診券、問診票(記入したもの)、採尿器、受診費用(受診券参照）、各検診に必要な物品

注　　意　○�胃がん検診を受診する方は、前日の21時以降は一切飲食せず受診してください
　　　　　○�より正しく特定健診の検査を実施していただくために、検査直前の高カロリー飲食物の摂取、検査前10時間以

内の暴飲暴食は避けてください
　　　　　○�胃がん検診を受診しない方は、常用薬を内服してきてください
　　　　　○�がん検診を受診する方は、各検診の注意事項をよくお読みのうえ、受診してください
　　　　　〇�追加でがん検診をご希望の方は受診のご案内・予診票をお送りいたしますので、役場住民福祉課まで

（�72-5000内線1143・1144�）ご連絡ください

月 6月 7月 9月

日 6 7 8 9 11 12 8 9 10 11 12 13 17 18 7

曜 日 水 木 金 土 月 火 日 月 火 水 木 金 火 水 金
終了しました

◆◇国民健康保険にご加入で、人間ドックを受診した方へ◇◆
～平成 23 年度から、人間ドックを受診された方への補助が変更となっています～

★対象は、国民健康保険被保険者の方全員（ただし、村税等に滞納がない方）
★1年に1回、人間ドック1回につき15,000円を補助

 申請には…
①人間ドック検査結果、②領収書、③印鑑、④振込口座先が分かるもの をお持ちのうえ、役場 住民福

祉課までお手続きください（※あわせて、窓口にて簡単な質問票へのご記入をお願いしています）。

◇地域包括支援センターだより◇

毎年、各地区で開催している健康教室は、地域の皆さんの健康維持増進、介護予防の目的で、保健補導員さんの協力を得
ながら軽い運動を中心に介護予防などのお話しもまじえて行っています。今年度は、健学塾のトレーナー倉井さんにお願い
して、ストレッチや筋力アップなど楽しく効果的な運動を行います。また、地域包括支援センターの職員から生活習慣病の
予防や尿失禁の対応などのお話を予定しています。どなたでも参加できますので、ご近所お誘いあって気軽にご参加ください。
６月、７月の健康教室開催日程

地区名 開催日 開催時間 開催場所
深空 ６月１１日（月） １０：００～１１：３０ 深空基幹センター
通・青鬼 ６月１３日（水） １０：００～１１：３０ お善鬼の館
三日市場 ６月１９日（火） １０：００～１１：３０ 三日市場公民館
沢渡 ６月２０日（水） １０：００～１１：３０ 沢渡公民館
八方 ６月２６日（火） １０：００～１１：３０ 八方文化会館
森上 ７月　２日（月） １０：００～１１：３０ 森上基幹センター
立の間 ７月１１日（水） １０：００～１１：３０ 立の間公民館
大出 ７月１９日（木） １３：３０～１５：００ 大出生活改善センター
佐野 ７月２３日（日） １０：００～１１：３０ 佐野基幹センター
内山 ７月２４日（火） １０：００～１１：３０ 内山基幹センター

今年度も６月から健康教室を各地区で開催しています。

平成24年度  特定健診・各種がん検診はもうお済みですか？



80歳まで20本の歯を保ちましょう
　8020 運動は高齢社会において 80 歳という長寿に達しても 20本以上の自分の歯を保
つことによって豊かな生活を通して、健康で幸せな日常生活を送ることを目指した運動です。
　残存歯数が 20 本あれば、ほとんどの食品の咀嚼が容易であるとされています。 生涯自
分の歯で食べることを通して、満足のいく食生活を送り、「生活の質」を高めましょう。

歯を失わないためには　むし歯や歯周病予防が大切です

●歯垢をしっかり取り除きましょう
　歯垢は食べかすではありません。歯の表
面につく白いネバネバしたもので、細菌の
塊です。この歯垢を取り除くことが何より
重要です。正しいブラッシングを身につけ、
食べたら磨きましょう。歯と歯の隙間など
は歯垢がたまりやすく、歯ブラシも届きに
くい場所なので、歯間ブラシやフロスを使
うとよいでしょう。

●要因を少しでも減らしましょう
　むし歯や歯周病も日頃の生活習慣の積み
重ねよって引き起こされます。禁煙や抵抗
力を高めるためのバランスの良い食事、規
則正しい生活リズムなど基本的な健康習慣
が、むし歯予防・歯周病予防につながります。

●定期検診を受けましょう
　とくに自覚症状がなくても、年に１度は歯科医院で口腔内のチェッ
クを受けましょう。
　歯石を取ったり、ブラッシング指導なども受けられます。

80208020
　むし歯や歯周病の原因になるのは、むし歯菌（ミュースタンス菌）や歯周病菌といった細菌です。これらの細菌は歯と歯
ぐきの間にたまった歯垢（プラーク）の中にいて、様々な要因が影響しあうことによって、むし歯や歯周病は引き起こされます。

運 動

むし歯

歯質

時間

糖分 細菌
の数

虫歯のできる要因 歯周病をつくる要因

食の偏り
喫煙・飲酒

抵抗力低下
ストレス

むし歯
かみ合わせ

糖尿病・遺伝
ホルモンバランス

生活習慣 精神的

口内環境 体の健康

白馬村役場 住民福祉課　保健師（電話85-0713）

健診に関するお問合せ：白馬村役場 住民福祉課　72-5000(内線1143・1144)

地域包括支援センターは、高齢者の皆様の介護、介護予防、高齢者虐待、成年後見制度などのさまざまな相談に
応じます。秘密は厳守いたします。　連絡先：７２－６６６７（直通）　場所：白馬村役場内

6月、7月の税・料金等の納期限 6 月、7 月納期の税金・保険料は下記のとおりです。納期限に遅れないように
納めましょう。口座振替にされている方は 7 月 2 日、7 月 25 日にそれぞれ振替
となります。前日までに残高の確認をお願いします。

6 月 7 月

7月2日
村県民税

第1期 25日
固定資産税

第2期
国民健康保険税 国民健康保険税
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特定健診 
住民福祉課 国保係

白 馬 村 の 健 康

今月から平成 24年度各種検診が始まりました。
お待たせする時間を短くするため、検診項目等により個別に受付日時を指定してご案内しています。7月が指定日となっ
ている方も大勢いらっしゃるかと思いますが、「6月に受け忘れてしまった・都合が悪くて行けなかった」という方は、ご都
合に合わせて指定日時から変更して受診していただいても結構ですので（変更連絡は不要です）この機会にぜひ受診をお願い
します。大勢の皆さまの受診をお待ちしております。

対　　象　特定健診：40～74歳の国民健康保険加入者全員
　　　　　各種がん検診：検診調査票でお申込みのあった方　※がん検診の受診追加をご希望の方はご連絡ください
　　　　　※社会保険の被扶養者（ご家族の方）の特定健診について
　　　　　　�社会保険（協会けんぽ・組合健保・共済組合等）の被扶養者�（ご家族の方）の特定健診乗り入れ制度を行って

います。これにより、社会保険にご加入の方の特定健診もご希望のがん検診と合わせてふれあいセンターでの
セット健診が受けられます。ただし、事前連絡が必要となりますので�電話 0120-10-6969�までお問合せいた
だき、必ず事前予約・受診案内を受けてください（社会保険の特定健診は事前予約がない場合、当日お越しい
ただいても受診できません）。

日　　時　受診券に記載の指定日時
　　　　　※�ご希望の検診項目等により、こちらで受付日時を指定してご案内しています。指定日時でご都合の悪い方は、

下記日程表を参考にお越しください（日程変更の連絡は不要です）
　　　　　※各種がん検診のお申込みがあった方は、同日実施のセット健診となります

受付時間　7：00～10：00

検診内容・特定健診・後期高齢者健診（75歳以上の方）・肺がん検診・胃がん検診
　　　　・大腸がん検診（無料クーポン券対象者を含む）・前立腺がん検診・肝炎検査

場　　所　ふれあいセンター1階（役場東側）

持　ち　物　受診券、問診票(記入したもの)、採尿器、受診費用(受診券参照）、各検診に必要な物品

注　　意　○�胃がん検診を受診する方は、前日の21時以降は一切飲食せず受診してください
　　　　　○�より正しく特定健診の検査を実施していただくために、検査直前の高カロリー飲食物の摂取、検査前10時間以

内の暴飲暴食は避けてください
　　　　　○�胃がん検診を受診しない方は、常用薬を内服してきてください
　　　　　○�がん検診を受診する方は、各検診の注意事項をよくお読みのうえ、受診してください
　　　　　〇�追加でがん検診をご希望の方は受診のご案内・予診票をお送りいたしますので、役場住民福祉課まで

（�72-5000内線1143・1144�）ご連絡ください

月 6月 7月 9月

日 6 7 8 9 11 12 8 9 10 11 12 13 17 18 7

曜 日 水 木 金 土 月 火 日 月 火 水 木 金 火 水 金
終了しました

◆◇国民健康保険にご加入で、人間ドックを受診した方へ◇◆
～平成 23 年度から、人間ドックを受診された方への補助が変更となっています～

★対象は、国民健康保険被保険者の方全員（ただし、村税等に滞納がない方）
★1年に1回、人間ドック1回につき15,000円を補助

 申請には…
①人間ドック検査結果、②領収書、③印鑑、④振込口座先が分かるもの をお持ちのうえ、役場 住民福

祉課までお手続きください（※あわせて、窓口にて簡単な質問票へのご記入をお願いしています）。

◇地域包括支援センターだより◇

毎年、各地区で開催している健康教室は、地域の皆さんの健康維持増進、介護予防の目的で、保健補導員さんの協力を得
ながら軽い運動を中心に介護予防などのお話しもまじえて行っています。今年度は、健学塾のトレーナー倉井さんにお願い
して、ストレッチや筋力アップなど楽しく効果的な運動を行います。また、地域包括支援センターの職員から生活習慣病の
予防や尿失禁の対応などのお話を予定しています。どなたでも参加できますので、ご近所お誘いあって気軽にご参加ください。
６月、７月の健康教室開催日程

地区名 開催日 開催時間 開催場所
深空 ６月１１日（月） １０：００～１１：３０ 深空基幹センター
通・青鬼 ６月１３日（水） １０：００～１１：３０ お善鬼の館
三日市場 ６月１９日（火） １０：００～１１：３０ 三日市場公民館
沢渡 ６月２０日（水） １０：００～１１：３０ 沢渡公民館
八方 ６月２６日（火） １０：００～１１：３０ 八方文化会館
森上 ７月　２日（月） １０：００～１１：３０ 森上基幹センター
立の間 ７月１１日（水） １０：００～１１：３０ 立の間公民館
大出 ７月１９日（木） １３：３０～１５：００ 大出生活改善センター
佐野 ７月２３日（日） １０：００～１１：３０ 佐野基幹センター
内山 ７月２４日（火） １０：００～１１：３０ 内山基幹センター

今年度も６月から健康教室を各地区で開催しています。

平成24年度  特定健診・各種がん検診はもうお済みですか？



　村内での空間放射線量を公表します。
　５月 21 日（月）に測定した結果は次のとおりであり、健康に影響のない値でした。
○測定結果
測定箇所 測定時刻 天候 測定結果（μ Sv ／ｈ）
白馬村役場玄関　測定高さ１ｍ 　８：５８ 晴れ ０．０９
白馬村役場　雨どい下地表 　９：０１ 晴れ ０．０８
白馬北小学校校庭　測定高さ１ｍ 　９：２０ 晴れ ０．０８
白馬北小学校体育館　雨どい下地表 　９：２８ 晴れ ０．０９
しろうま保育園砂場　測定高さ１ｍ 　９：４０ 晴れ ０．０７
しろうま保育園　雨どい下地表 　９：４８ 晴れ ０．０８
白馬中学校校庭　測定高さ１ｍ １０：０２ 晴れ ０．０８
白馬中学校校舎　雨どい下地表 １０：０８ 晴れ ０．０８
白馬南小学校校庭　測定高さ１ｍ １０：３６ 晴れ ０．０８
白馬南小学校校舎　雨どい下地表 １０：４２ 晴れ ０．０９
スノーハープメイン会場　測定高さ１ｍ １１：０１ 晴れ ０．１０
グリーンスポーツの森広場　測定高さ１ｍ １１：２１ 晴れ ０．０７
大出公園広場　測定高さ１ｍ １１：３６ 晴れ ０．１２
八方尾根兎平　測定高さ１ｍ １２：１３ 晴れ ０．０３
白馬ジャンプ競技場観客席　測定高さ１ｍ １３：２４ 晴れ ０．０３
○使用機器
　日立アロカメディカル社製　シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B
○参考
　�国際放射線防護委員会（ICRP）が 2007 年に示した勧告では、自然放射線及び医療目的の放射線を除き、公衆が１時間当たりに浴び
てもよい被曝限度量は、「0.19 μ Sv（マイクロシーベルト）/時間 ( ｈ )」とされております。

お問合せ：白馬村役場環境課　TEL：72-5000��

　白馬村では、地球温暖化防止並びに環境負荷の少ない新エネルギーの普及促進を図るため、住宅等に太陽光発電システムを設置する
村民で下記の要件の該当者を対象に補助金を支給しています。
■補助金の交付対象者は、次の要件のいずれにも該当する者。�
　（１）� 村内に居住し、住民登録又は外国人登録している者（年度内に居住予定の者を含む）�
　（２）� �住宅に太陽光発電システムを設置する者（当該住宅が自己の所有に属さないものであるときは、当該住宅の所有者の承諾書を

提出できる者に限る）
　（３）� �一般電気事業者 ( 電気事業法 ( 昭和 39 年法律第 170 号 ) 第２条第１項第２号に規定する者をいう）と、電灯契約及び余剰電力

の販売契約の締結ができる者�
　（４）� �補助対象者及び同一家屋に居住する世帯全員が村税等村に対する債務を滞納していない者�
■対象経費及び補助金の額
　（１）� �補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるシステム（未使用品に限る）の設置に要する費用（工事に要する費用を含む）とする。
　（２）� �補助金の額は、システムを構成する太陽電池の最大出力（キロワット表示とし、小数点以下２位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）に３万円を乗じて得た額（その額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とし、
12 万円を限度とする。

　詳しくは、白馬村行政ホームページ（http://www.vill.hakuba.lg.jp）若しくは役場環境課までお問い合わせください。

　「白馬村事務事業評価委員会」とは、村の行う事務事業について客観的な評価・検証を行い、それをフィードバックして、今後の施
策に反映させていくことを目的とした委員会です。この白馬村事務事業評価委員会委員を下記により募集しますので、村民の皆様の応
募をお待ちしています。
【募集概要】
　１．�募集人数　２名　／　２．任期　任命の日から２年間（平成 26 年３月まで）
　３．��委員会開催　年５～６回程度（７月～ 11 月が主な開催期間です）　／　４．その他　委員には条例で定められた報酬額をお支払

いします。
【応募要領】
　１．応募資格　次の①～⑤のいずれにも該当する方
　� ①白馬村に住民登録している 20 歳以上の方（平成 24 年４月１日現在）　／　②他の審議会等の公募委員に選任されていない方
　� ③�行政区に加入しているなど地域活動に積極的に参加している方　／　④村税や公共料金等に未納のない方　／　⑤白馬村の事

務事業評価制度に関心をお持ちの方
　２．応募方法
　　� �「応募申込書」に必要事項を記入し、役場総務課に持参、郵送、ＦＡＸ又は E-Mail により提出してください。また、以下のテー

マに対する意見、考えを必ず明記してください。
　テーマ：「事務事業評価にあたっての心掛け（視点）」　提出期限：平成 24 年 7月 10 日（火）必着で提出をお願いします。
　　　　�（持参いただく場合、受付は平日の午前８時 30 分～午後５時 00 分です。）
　� �応募申込書の入手：役場総務課窓口で入手いただくか、白馬村役場ホームページ（「申請書ダウンロード」－「総務課」）からダ

ウンロードのうえご使用ください。
　３．�選考方法
　� 提出いただいた申込書をもとに、選考委員会により選考を行います。結果はご本人あて通知します。

白馬村における空間放射線量について

白馬村太陽光発電システム普及促進事業補助金受付のご案内

白馬村事務事業評価委員の募集について
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北アルプス山麓ブランド“認定候補商品”募集

　大北圏域障害者総合支援センター
　「スクラム・ネット」からのお知らせです

放送大学 10 月入学生募集

児童手当「現況届」の提出はお済みですか？

福祉医療制度を利用されている皆様へ 特定計量器定期検査の実施のお知らせ

　北アルプス山麓農畜産物ブランド運営委員会は、世界に誇れる北アルプス山麓の豊かな自然、清冽な水と空気に育まれ
た農産物や加工品を「北アルプス山麓ブランド品」に認定し、広く情報発信することにより、農畜産物の付加価値を高め、
地域の農業振興や産業振興を図る取組みを行っています。
　本年度も、北アルプス山麓地域をイメージさせ、品質的にも優れたブランド認定品となりうる新たな候補商品（農産物
や加工品、こだわりの食品、地酒など）を募集しています。
　応募期限は、８月 10 日（金）です。
　詳細は、北安曇地方事務所農政課（0261-23-6511）、
　または北アルプス山麓ブランドホームページ
　http://www.pref.nagano.lg.jp/xtihou/hokuan/nosei/brand/topics-new.html をご覧ください。

障がいに関する出張相談の開催について
　～どんなことでもお気軽にご相談ください～
　スクラム・ネットでは、下記の日程で白馬村での出張
相談を実施します。障がいに関するあらゆるお悩みごと、
お困りごとに対し、専門的な知識を持った担当者が相談
にあたります。障害者手帳等をお持ちでなくても相談で
きますので、お気軽にご利用下さい。

日程 担当者
７月 20 日（金） 大原
11 月 30 日（金） 小林
３月 15 日（金） 西澤
時　間　午後１時 30 分から３時 30 分まで
場　所　白馬村保健福祉ふれあいセンター２階�福祉相談室
お問い合わせ先・ご予約
大北圏域障害者総合支援センター「スクラムネット」　電話 26-3855
役場・住民福祉課福祉係　電話 72-5000（内線 1142)

　放送大学では、平成 24 年度第２学期（10 月入学）の
学生を募集しています。放送大学は、テレビなどの放送
を利用して授業を行う通信制の大学です。
　働きながら学んで大学を卒業したい、教養を深めたい、
仕事に活かしたいなど、様々な目的で幅広い世代、職業
の方が学んでいます。
　詳しい資料を無料でお送りいたします。お気軽にお問
い合わせください。
放送大学ホームページでも受け付けております。
◇出願期間
平成 24 年６月 15 日（金）～平成 24 年８月 31 日（金）
（インターネット出願は、６月１日（金）から受付開始）
◇資料の請求・お問合せ先
放送大学長野学習センター
〒 392-0004　諏訪市諏訪１-６- １
電話　0266-58-2332（月曜日・祝日休み）
放送大学ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

　児童手当を受給されている方は、毎年６月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、６月１日現在におけ
る養育状況を記載していただき、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。
　受給者の皆さんで、現況届の手続きがお済みでない方はお急ぎください。この届出をされないと、６月分以降の手当が受け
られなくなりますのでご注意ください。

●届出場所� 役場住民福祉課（①窓口）
●必要なもの� ○「児童手当現況届」用紙　※お持ちでない方は窓口で再発行します。
� �○印鑑（認印）　○受給者（保護者）の健康保険証のコピー　○平成 24 年１月２日以降白馬村に転入され

た方は、前市町村役場発行の平成 24 年度（平成 23 年分）児童手当用の所得証明書　○児童が白馬村以
外に別居している方は、児童の世帯全員記載の住民票　○その他、別に書類が必要な方もありますので、
詳しくは住民福祉課へお問い合わせください。

お問い合わせ先　　住民福祉課住民係（内線 1134 番）

　福祉医療制度は、白馬村に住所のある重度の障がいを
お持ちの方、乳幼児等、母子 ･父子家庭の方が医療機関
等に支払った自己負担金を助成する制度です。
　申請時に届出された保険証が変更となった場合には、
変更届けを提出して頂きますようお願い致します。

お問い合わせ先　住民福祉課福祉係�72-5000（内線 1142）

　正しい計量の実施が確保されるために、取引や証明に
使用されるはかりは、２年に１回、県が行う定期検査を
受けなければならないことが計量法で定められています。
　今年白馬村では次のとおりこの検査が実施されますの
で、該当するはかりは必ず検査を受けてください。

　期日　７月６日（金）　午後１時30分から午後３時まで
　場所　白馬村多目的集会施設入口（白馬村役場）
　お問い合わせ　
　白馬村役場観光農政課� 電話 72-5000（内線 1164 番）
　長野県計量検定所� 電話 0263-47-4006
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だ
よ
り
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平成24年6月
白馬村図書館
TEL（72）-5200

図書館の
おやすみ

図書館の
開館時間

・
月
曜
日
　
祝
日

・
毎
　
月
　
最
終
金
曜
日
（
館
内
整
理
休
館
日
）

　
　
　
　
　
→
祝
日
と
重
な
る
場
合
、
休
館
日
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

・
そ
の
他
　
や
む
を
得
ず
、
臨
時
休
館
・
臨
時
閉
館
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

午前9時

〜

午後6時

著者名 題　　名 分類

芥川　靖彦・篠崎　雄二 図解わかる税金 2012－2013年版 ―収入にかかる税金
財産にかかる税金 生活にかかる税金― 345ア

中尾　幸村・中尾　孝子 図解わかる年金 2012－2013年版 ―国民年金 厚生年金保険 共済組合― 364ナ
片山　真人 これから見られる日食と月食データブック　2012－2050 444カ
奥村　歩 「もの忘れ外来」100問100答―認知症が気になるあなたとご家族のために― 493オ
奈良　巧 加齢臭読本　―いくつになっても、におわない人の習慣― 494ナ

暮しの手帖編集部 エプロンメモ　―よりぬき集― 590エ
月居　良子 ぽっちゃりさんがかわいくスッキリ見える服 593ツ
吉田　瑞子 ジュレの便利帳　―毎日の食卓が楽しく、おいしくなる― 596ヨ
吉田　洋 モンキードッグ　―猿害を防ぐ犬の飼い方・使い方― 615ヨ

マイクル・クライトン マイクロワールド　上巻・下巻　（Hayakawa　Novels） 933ク
遠藤　武文 炎上　―警察庁情報分析支援第二室＜裏店＞― Ｆエ
東野　圭吾 ナミヤ雑貨店の奇蹟 Ｆヒ

日本文藝家協会〔編〕 文学　2012 Ｆブ
北沢　房子 信州魅惑の寺　お寺で遊ぶ・学ぶ・和む Ｎ185キ

著者名 題　　名 分類
伝記世界を変えた人々／1（キュリー夫人）・2（キング牧師）ほか全20巻 280デ

横矢 真理〔監修〕 じぶんをまもろうみんなをまもろう／１（みち）・２（がっこ
う）・３（あそび）・４（やくそく）・５（安全指導活用ブック） 369ジ

石谷　孝佑〔監修〕
食べものはかせになろう！／１（豆からつくる食べもの）・２（米・麦からつ
くる食べもの）・３（牛乳・肉・たまごからつくる食べもの）・４（魚・海そ
うからつくる食べもの）・５（野菜・くだものからつくる食べもの）

619タ

伝記世界の作曲家／1（ビバルディ）・12（ジョン・レノン）ほか全15巻 760デ
ルーネル・ヨンソン ビッケのとっておき大作戦 949ヨ

川端　誠 うえきばちです Ｅカ
藤本　ともひこ いただきバス　　（通常版・大型絵本版） Ｅフ
レオ・レオニ はまべにはいしがいっぱい Ｅレ

イッツ・ア・スモールワールド　―みんなとなりどうし―
カラフルでポップなアートと、
オリジナルの日本語詞の愉快な
コラボレーション。

おすしですし！
ことばあそびのおすし屋さんに弟子
入りしたすしおくんといっしょに６
種類のことばあそびを楽しむ絵本。

ジョーイ・チョウ〔絵〕
分類　Ｅチ

田中　六大〔絵〕
分類　Ｅタ

ご家庭のパソコンで、この他の新着図書一覧や、在庫状況をご覧いただけます。
【 白馬村行政ホームページ → 白馬村図書館 → 蔵書検索 】

ー新着図書案内ー

【一般】

【児童書・絵本】

図書館利用案内
図書の貸し出しを希望されるかたは、現住所の確認ができる身分証明書（免許証、保険証等）を持参

し、窓口にて、「図書館図書等貸出申込書」をご記入ください。（小学生以下の方は、保護者同伴のうえ、
保護者の身分証明書をご提示ください。）カード発行には、やむをえず、お時間をいただく場合があり
ます。時間に余裕をもって、お申し込みいただきますよう、お願い申し上げます。

シドニー五輪　競泳女子 100メートル背泳ぎ銀メダリスト　中村真衣さんを迎えて
第 12回白馬村青少年育成村民大会「記念講演」
日　時／７月 26日（木）午前９時 40分～午前 11時 30分　場　所／ウイング 21文化ホール
入場料／無料（申し込み不要）	 演　題／どん底から這い上がれ！

シドニー五輪のメダリストが 2004年アテネ五輪代表から外れ奈落の底へ、そこから始まる復活のドラマ。栄光と挫折を味わっ
た自身の半生を振り返り、人生にとって夢を持つことがいかに大切かを、競技体験から語りかけます。
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開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 ご予約・お問い合わせ先
7月11日 13：00～15：00 ふれあいセンター 2 階福祉相談室 井出博文 弁護士 白馬村社会福祉協議会　72-7230

月　日 事 業 名 受付時間 対象になるお子さん
６月21日（木） １才半健診 13：00～13：15 H22年10月～12月21日生
６月26日（火） ２ヵ月育児相談 9：30～ 9：45 H24年４月生
６月29日（金） ７ヵ月もぐもぐの日 9：45～10：00 H23年10月生～11月生
７月４日（水） ３歳児健診 13：00～13：15 H21年４月～６月15日生
７月５日（木） ４ヵ月・10ヵ月健診 9：15～ 9：30 H23年８月生およびH24年２月生
７月25日（水） ２歳児健診 13：00～13：15 H22年２月～３月生
７月30日（月） ２ヵ月育児相談 9：30～ 9：45 H24年５月生

月　日 事 業 名 受付時間 対象になるお子さん
６月22日（金） 三種混合 13：00～13：30 個別にスケジュールをご案内します７月６日（金）

７月17日（火） BCG 13：00～13：30 H24年２月～４月生
麻しん・風しん １期　H23年４月19日～７月17日生

７月24日（火） 三種混合 13：00～13：30 個別にスケジュールをご案内します

開 設 日 時　間 場　所 相談員 連絡先
8月8日 13：00～15：00 ふれあいセンター2階福祉相談室 人権擁護委員 白馬村社会福祉協議会　72-7230

開 設 日 時　間 場　所 相談員 連絡先
8月21日 13：00～16：00 役場2階　庁議室 行政相談員 白馬村役場総務72-7002（直通）

開 設 日 時　間 場　所 相談員 連絡先
6月26日 10：00～12：00 ふれあいセンター2階福祉相談室 カウンセラー 白馬村役場住民福祉課85-0713（直通）7月24日 13：00～15：00

なかよし広場

行事日程■子育て支援ルーム

1歳児の広場 毎週火曜日

0歳児の広場 毎週水曜日

2・3歳児の広場 毎週木曜日

毎週月曜日
9 :30〜12:00

13 :30〜16:00

毎週火・水・木曜日 13:30〜16:00

時間：9:30〜12:00 

自由利用

月　　日 行事名 対象 開始時間

6月18日（月）
月曜育児相談 9 :30〜

山崎先生と語る会
「自発性豊かでワガママではない子を育てるコツ」

10:00 〜 12:00

6月26日（火） 食育活動「おいしいものたべよの日」 １歳児対象 11:15〜
6月27日（水） マタニティ教室② 妊婦、夫 10:00〜

6月28日（木）
地震体験車

２・３歳児対象
10:45〜

食育活動「おいしいものたべよの日」 11:30〜

7月 2日（月）
月曜育児相談 10:00〜

唱歌を楽しむ会　〜夏の歌〜 11:00〜
7月 5日（木） おでかけ日《消防署》 ２・３歳児対象 10:00〜
7月 9日（月） おはなし会 11:00〜
7月10日（火） 食育活動「おいしいものたべよの日」 １歳児対象 11:00〜
7月12日（木） 食育活動「おいしいものたべよの日」 ２・３歳児対象 11:00〜
7月22日（日） お父さんとあそぼう 10:00〜 12:00
7月23日（月） 月曜育児相談 10:30〜

■休・祝日緊急当番医表

※予約の必要はありません。時間内にお気軽にお越しください。    

月 日 曜
日 白馬村・小谷村当番医 大町市内 大北一円 歯　　　科内科・小児科 外科

6 24 日 小谷村診療所 平林医院 安曇総合病院 丸山歯科クリニック 松川村

7

1 日 栗田医院 横沢内科医院 狩谷整形外科医院 宮下歯科医院 大町市
8 日 横沢医院 野村クリニック 栗林医院 岡江歯科医院 松川村
15 日 神城醫院 大町協立診療所 西森整形外科 砂田歯科医院 大町市
16 月 安曇病院白馬診療所 伊東医院 石曽根医院 竹内歯科医院 池田町
21 土 公済堂（北沢）医院 　 　 　 　
22 日 小谷村診療所 柿下クリニック 市立大町総合病院 武田歯科医院 白馬村
28 土 しんたにクリニック
29 日 しんたにクリニック 遠藤内科医院 安曇総合病院 西澤歯科医院 大町市

6月〜 7月保健ガイド

◆弁護士無料法律相談（予約制）

■健診等 場所：ふれあいセンター等

■予防接種 　

※予約が必要です。相談内容をまとめてお越しいただくとより良い相談となります。

◆人権・心配ごと相談

◆行政相談

◆心の相談会
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編集後記

静 岡 県  河  津  町 和 歌 山 県  太  地  町

人口：8,933 人　男：4,430 人　女：4,503 人　3,623 世帯
	（平成 24 年 6 月 1 日現在）

花巻温泉バラ園に青バラを寄贈

　河津バガテル公園は 5月 15 日、岩手県花巻市に

ある花巻温泉バラ園に青バラ「ブルーリュバン」

を 30 本寄贈し、植樹式を行いました。ブルーリュ

バンは、東日本大震災の被災地の復興を願い、バ

ガテル公園が「不可能を可能にする」という花言

葉をつけた新種の青バラです。被災地の人たちの

心を癒やし、早期復興の後押しになればと、花巻

温泉バラ園に寄贈することになりました。花巻温

泉バラ園の一角に植栽されたブルーリュバンは、

７月中ごろまで楽しむことができます。

平成24年度
太地中学校体育祭が行われました

　５月 19 日（土）、太地中学校グラウンドで「Union

～一致団結～」のスローガンのもと太地中学校体

育祭が行われました。

　今年は、それぞれ所属している部活動で競い合

うリレーや学級対抗で行う大縄跳びが大いに盛り

上がり、また、毎年恒例の全校生徒による「南中ソー

ラン」も披露され、生徒たちの息の合ったパフォー

マンスは素晴らしいものでした。

　地域消防では操法大会の練習が始まりました。また早起き野球も開会しています。眠い目をこすりながら、自

分の中のスイッチをオンにして出かけてまだ数日・・・「こんなに寒かったっけ？」という感想を持った今年ですが、

行事に参加するようになって時間の加速と地域の人たちの温かさをしみじみと感じています。「この地域の中で育

ててもらっている」ことが先輩や仲間から伝わってきます。白馬村の中で長年繰り返されてきた歴史の一つだと

思いますが、自分もその流れの中にいることを思い後輩たちに伝えていきたいと思う今日この頃です。

6
2012

vol.429

有料広告欄

（この広告は白馬村広報等有料広告掲載要網に基づき掲載しています）

ケーブルテレビ白馬指定管理者：
株式会社エーアイシーコミュニケーションズ

受付時間：平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分
　　　　　・加入／故障等のお問い合わせは
　　　　　　　　　　　　TEL 0261-85-0074
　　　　　・取材等のお申し込みは
　　　　　　　　　　　　TEL 0261-85-0116
※地デジに関するお問い合わせは…
　デジサポナビダイヤル　0570-07-0101
　　　　　　　　　　　　までお問い合わせください。

「もしかしたら認知症かな？」と、ご家族や

ご近所の方で最近様子が変わったと気付い

た方は、お気軽にご相談ください。認知症は、

早期発見・早期治療が大切です。

　白馬村地域包括支援センター　

☎ 72-6667（直通）

ケーブルテレビ白馬に関するお問い合わせは… 認知症の相談窓口

広報はくばおよび白馬村行政公式ホーム
ページに掲載する広告（有料）を募集し
ています

＊お問い合わせ　白馬村役場総務課

広告募集中


